
薬
事
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
年
四
月
一
日 

広
島
県
知
事 

藤 
 

田 
 

雄 
 

山 
 

広
島
県
規
則
第
三
十
六
号 

 
 
 

薬
事
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

薬
事
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
九
年
広
島
県
規
則
第
七
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
三
条
第
一
項
中
「
破
り
、
よ
ご
し
、
又
は
失
な
つ
た
」
を
「
汚
損
し
、
又
は
亡
失
し
た
」
に
改
め
、
同

条
第
二
項
第
一
号
中
「
破
り
、
若
し
く
は
よ
ご
し
た
」
を
「
汚
損
し
た
」
に
改
め
る
。 

 

第
四
条
第
一
号
中
「
又
は
厚
生
労
働
省
中
国
四
国
厚
生
局
長
」
を
削
り
、
同
条
第
三
号
を
削
り
、
同
条
第

四
号
中
「
第
十
五
条
の
四
第
二
項
各
号
」
を
「
第
八
十
条
第
二
項
各
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
三
号
と

し
、
同
条
を
第
八
条
と
し
、
同
条
の
前
に
次
の
四
条
を
加
え
る
。 

（
登
録
販
売
者
試
験
の
受
験
の
申
請
） 

第
四
条 

省
令
第
百
五
十
九
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
申
請
書
は
、
別
記
様
式
第
三
号
に
よ
る
も
の
と
す

る
。 

２ 

省
令
第
百
五
十
九
条
の
五
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
同
条
第
二
項
第
四
号
又
は
第
五
号
に
該
当
す
る

こ
と
を
証
す
る
書
類
は
、
別
記
様
式
第
四
号
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

省
令
第
百
五
十
九
条
の
五
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類
は
、
省
令
第
百
五

十
九
条
の
五
第
二
項
第
四
号
又
は
第
五
号
に
該
当
す
る
者
の
う
ち
県
外
に
お
い
て
実
務
に
従
事
し
た
も
の

に
あ
つ
て
は
、
当
該
従
事
先
が
受
け
て
い
る
法
に
基
づ
く
許
可
に
係
る
許
可
証
の
写
し
（
当
該
従
事
先
が

現
に
法
に
基
づ
く
許
可
を
受
け
て
な
い
場
合
は
、
許
可
を
受
け
て
い
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
）
と
す
る
。 

４ 

知
事
は
、
第
一
項
の
申
請
書
を
受
理
し
た
と
き
は
、
受
験
票
を
交
付
す
る
。 

（
合
格
の
通
知
） 

第
五
条 

省
令
第
百
五
十
九
条
の
六
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
別
記
様
式
第
五
号
に
よ
る
合
格
書
（
以
下
「

合
格
書
」
と
い
う
。
）
を
送
付
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

（
合
格
書
の
再
交
付
） 

第
六
条 

法
第
三
十
六
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
試
験
（
以
下
「
試
験
」
と
い
う
。
）
に
合
格
し
た
者
は
、

合
格
書
を
汚
損
し
、
又
は
亡
失
し
た
と
き
は
、
合
格
書
の
再
交
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

合
格
書
の
再
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
第
六
号
に
よ
る
申
請
書
を
知
事
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
合
格
書
を
汚
損
し
た
こ
と
に
よ
り
再
交
付
を
受
け
よ
う
と
す

る
者
に
あ
つ
て
は
、
当
該
汚
損
し
た
合
格
書
を
申
請
書
に
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

合
格
書
を
亡
失
し
た
こ
と
に
よ
り
合
格
書
の
再
交
付
を
受
け
た
者
は
、
合
格
書
の
再
交
付
を
受
け
た
後

に
お
い
て
亡
失
し
た
合
格
書
を
発
見
し
た
と
き
は
、
こ
れ
を
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
試
験
委
員
） 

第
七
条 

試
験
の
実
施
に
関
す
る
事
務
を
行
わ
せ
る
た
め
、
登
録
販
売
者
試
験
委
員
（
以
下
「
試
験
委
員
」

と
い
う
。
）
を
置
く
。 

２ 

試
験
委
員
は
、
関
係
職
員
の
う
ち
か
ら
知
事
が
任
命
す
る
。 



３ 

前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
試
験
委
員
に
関
し
て
必
要
な
事
項
は
、
別
に
定
め
る
。 

 
別
記
様
式
第
一
号
中
「様

式
第
１
号

」
を
「様

式
第
１
号
（
第
３
条
関
係
）

」
に
改
め
、
同
様
式
の
注
１

中
「楷

書
」
を
「か

い
書

」
に
改
め
る
。 

 

別
記
様
式
第
二
号
中
「様

式
第
２
号

」
を
「様

式
第
２
号
（
第
３
条
関
係
）

」
に
改
め
、
同
様
式
の
注
１

中
「楷

書

」
を
「か

い
書

」
に
改
め
、
同
様
式
の
次
に
次
の
四
様
式
を
加
え
る
。 



様式第３号（第４条関係）  

 

登録販売者試験受験申請書 受験番号 ※ ○   ○ 

  年  月  日 

登録販売者試験 

受 験 票 

広島県知事 様 

受

験

番

号 

※ 

受験番号 

○ 
         

本 籍 地 

都 道 府 県 

氏

名 
  

 

住 所 

  
  

住 所  

連絡先
電 話

  

  
ふ り が な 
氏 名 

 
              ㊞ 

生

年

月

日 

  

           年   月   日生 男・女   

※ 

登録販売者試験を受けたいので，お願いします。 
氏 名 

 

    
広島県収入証紙を

はる欄 

受
付
欄
１ 

※ 受
付
欄
２ 

※ 

試験日 ※ 

○

 

写 真 を は る 欄 

試験場 ※ 

  

1
5
セ

ン
チ

メ
ー

ト
ル

 

  

注 １ 受験資格を有する書類を添付すること。 

 ２ 住所は，同居先まではつきり記入すること。 

 ３ ※印欄には，記入しないこと。 

 ４ 写真をはる欄には，出願前６月以内に撮影した無帽， 

 正面，上半身パスポートサイズの写真をはること。 

 ５ 虚偽の申請をした者には，合格を取り消すことがある。

 ６ 連絡先は，日中連絡が取れるところを記載すること。 

（
切
り
離
さ
な
い
こ
と
。
） 

注 写真の裏面に氏名を 

記載すること。 

 

（  年  月撮影） 

（
切
り
離
さ
な
い
こ
と
。
） 

  

  17 センチメートル  ７センチメートル   10 センチメートル 

 



様
式
第
４
号
（
第
４
条
関
係
）
 

 

実
 
務
 
経
 
験
（
見
 
込
）
証
 
明
 
書
 

 

年
 
 
月
 
 
日
 
 

 
 
広
島
県
知
事
 
様
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
薬
局
開
設
者
又
は
医
薬
品
の
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
販
売
業
者
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
代
表
者
氏
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㊞
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（

許
可

番
号

：
 

 
 

 
 

 
 

 
）

 

 
 

 
 
次
の
者
の
実
務
経
験
は
，
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
ま
す
。
 

 

氏
 
 
 
 
名
 

（
生
年
月
日
 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
）

住
 
 
 
 
所
 

〒
 

 

薬
局

，
店

舗
又

は
 

配
置

販
売

業
の

名
称
 

 

 

薬
局

若
し

く
は

店
舗
 

の
所

在
地

又
は

配
置
 

販
売

業
の

区
域
 

 

 

 
 

 
 

 
１
 
業
務
期
間
  

 
 
      

年
 
 
月
 
～
 
 
年
 
 
月
（
 
 
年
 
 
月
間
）
 

  ２
 
業
務
内
容
（
業
務
期
間
内
に
行
わ
れ
た
業
務
に
該
当
す
る
□
に
レ
を
記
入
す
る
こ
と
。
）
 

□
 
主
に
一
般
用
医
薬
品
の
販
売
等
の
直
接
の
業
務
を
行
つ
て
い
た
。
 

□
 
一
般
用
医
薬
品
の
販
売
時
の
情
報
提
供
を
補
助
す
る
業
務
又
は
そ
の
内
容
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
業
務

を
行
つ
て
い
た
。
 

□
 
一
般
用
医
薬
品
に
関
す
る
相
談
が
あ
つ
た
場
合
の
対
応
を
補
助
す
る
業
務
又
は
そ
の
内
容
を
知
る
こ
と

が
で
き
る
業
務
を
行
つ
て
い
た
。
 

□
 
一
般
用
医
薬
品
の
販
売
制
度
の
内
容
等
の
説
明
の
方
法
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
業
務
を
行
つ
て
い
た
。

□
 
一
般
用
医
薬
品
の
管
理
や
貯
蔵
に
関
す
る
業
務
を
行
つ
て
い
た
。
 

□
 
一
般
用
医
薬
品
の
陳
列
や
広
告
に
関
す
る
業
務
を
行
つ
て
い
た
。
 

注
 
１
 

字
は
，
墨
，
イ
ン
ク
等
を
用
い
，
か
い
書
で
明
り
ょ
う
に
書
く
こ
と
。
 

 
 
２
 

当
該
証
明
を
行
う
者
は
，
薬
局
，
一
般
販
売
業
（
卸
売
一
般
販
売
業
を
除
く
。
）
，
薬
種
商
販
売
業

又
は

配
置
販
売
業
の
許
可
を
受
け
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

 
 
３
 
業

務
期

間
は

，
実

務
経

験
被

証
明

者
が

１
か

月
に

8
0
時

間
以

上
，

上
記

２
の

業
務

内
容

に
示

さ
れ

た
業

務
を
行
つ
て
い
た
連
続
し
た
期
間
を
記
入
す
る
こ
と
。
 

 
 
４
 

見
込
証
明
で
な
い
場
合
は
，
標
題
の
（
見
込
）
を
二
重
線
で
消
す
こ
と
。
 

 
 
５
 

用
紙
の
大
き
さ
は
，
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
と
す
る
。
 



様
式
第
５
号
（
第
５
条
関
係
）
 

 

第
 
 
 
 
 
号
  

合
格

書
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
氏
 
 
 
 
 
名
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本
籍
地
都
道
府
県
 
 

  

 
 
年
 
 
月
 
 
日
生
   

 
 
 
 
年
 
 
月
施
行
の
登
録
販
売
者
試
験
に
合
格
し
た
こ
と
を
証
し
ま
す
。
 

   
 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

 

広
島
県
知
事
 
 
 
 
 
 
 
 
□ 印

  

   

注
 
用
紙
の
大
き
さ
は
，
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
と
す
る
。
 

 
 



様
式
第
６
号
（
第
６
条
関
係
）
 

 

広
島

県
収

入
証

紙

ち
よ

う
付

欄
 

 

登
録
販
売

者
試
験
合
格
書
再
交
付
申
請
書
 

 
 
 

年
 
 
月
 
 
日
 

 広
島
県
知
事
 
様
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
郵
便
番
号
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
住

 
所
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本
籍
地
都
道
府
県
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
氏
 
 
 
 
 
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㊞
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
生
 
男
・
女
 

 

次
の
と
お
り
，
合
格
書
の
再
交
付
を
し
て
く
だ
さ
い
。
 

 合
 
格
 
年
 
月
 
日
 

 
 
 
 
年
 
 
 
月
 

合
格
書
番
号
 

第
 
 
 
 
 
 
号
 

申
請
の
理
由
 

  注
 
用
紙
の
大
き
さ
は
，
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
と
す
る
。
 

 



 
 
 

附 

則 

 
（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

２ 

平
成
二
十
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
、
広
島
市
の
区
域
内
に
営
業
所
を
有
す
る
医
療
機
器
の
販
売
業
又

は
賃
貸
業
に
係
る
書
類
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
第
八
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
直
接
知
事
に

提
出
す
る
も
の
と
す
る
。 

 


